


第１回協議会のまとめ第１回協議会のまとめ

①対象区域
対象区域は、「勢田川、五十鈴川、大湊川及び宇治山

田港の河川区域と港湾区域との重複区域及び当該区域
に面する施設」とします

③係留船舶実態調査
放置船舶の対策に必要な係留船舶調査を実施することに

 ついて協議・検討します

②広報関係
ホームページ、看板、広報誌などを使って、随時、啓発活

 動を行っていくことについて協議・検討します

11

第１回協議会では、１０項目を基本事項とし
 て、協議・検討を行っていくことを確認した。



第１回協議会のまとめ第１回協議会のまとめ

⑦恒久的係留保管施設
マリーナ等の恒久的な係留施設の整備・設置について協

議・検討します

⑥暫定係留施設
恒久的な施設を整備するまでの暫定的な係留場所、施設

 について協議・検討します

⑤民間マリーナ調査
近隣にある民間マリーナの状況について把握し、係留施

 設の協議・検討に反映させます

22

④強制的な撤去措置
所有者が確認できない船舶や、所有者が確認できても係

 留施設へ移動しない船舶に対して、簡易代執行や行政代執

 行を行っていくことについて協議・検討します



第１回協議会のまとめ第１回協議会のまとめ

⑩条例制定の要否・可否について
条例の要否・可否について協議・検討します

33

⑨放置等禁止区域の指定（港湾）
港湾法に基づき、放置等を禁止する物件と区域を指定す

 ることについて協議・検討します

⑧重点的撤去区域の設定（河川）
河川法に基づく強制的な撤去措置の対象区域を設定する

 ことについて協議・検討します

33



①①  対象区域対象区域

対象区域は、対象区域は、

勢田川、五十鈴川、大湊勢田川、五十鈴川、大湊
 川川

及び宇治山田港及び宇治山田港

の河川区域と港湾区域との河川区域と港湾区域と
 の重複区域及び当該区の重複区域及び当該区

 域に面する施設とする。域に面する施設とする。

施設前面の水面は、施設前面の水面は、

施設管理者が施設管理者が

基本的に管理を行います。基本的に管理を行います。
44



②②  広報関係広報関係

55

三重河川国道事務所のホーム
 ページ（H21.11.24掲載）



②②  広報関係広報関係

66

伊勢市の広報誌
「広報いせ」平成22年2月号

2月号１４ページ



②②  広報関係広報関係

77

所有者不明船舶に対する公告

宮川出張所

伊勢市役所

屋外掲示板

護岸

三重県伊勢建設事務所 現地看板

看板等の設置
（H21.12/21～H22.1/21）



②②  広報関係広報関係

88

勢田川等水面利用対策
協議会の報道

H21.11.19中日新聞朝刊

H21.11.30朝日新聞朝刊

H21.11.19
読売新聞朝刊



②②  広報関係広報関係
H21.11.19伊勢新聞朝刊

H21.11.19毎日新聞朝刊

伊勢ケーブル
テレビでも放映

99



②②  広報関係広報関係
今後の予定

1010

ホームページ更新、伊勢市広報誌掲載ホームページ更新、伊勢市広報誌掲載
現地看板設置、記者発表現地看板設置、記者発表

・「勢田川等水面利用対策協議会」
協議会の開催
協議会において決定した事項

・重点的撤去区域の設定
 
等

 
随時実施



③③  係留船舶実態調査係留船舶実態調査

1111

調査状況

船舶調査の事前告知



係留船舶実態調査（95１隻）
１回目：２００９年１２月１６日(水)～２１日(月)
２回目：２０１０年

 
１月１３日(水)～１８日(月)

船舶登録番号照会（～２月１日）

所有者判明（７８８隻） 所有者不明（１６３隻）

③③  係留船舶実態調査係留船舶実態調査

1212

船舶は移動するため2回調査を実施した

※船舶原簿等に所有者名の

 記載があった船舶数
※登録番号がないものや照会

 しても所有者が判明しなかった

 船舶数



係留船舶数（95１隻）

1313

船溜り以外（600隻） 船溜り（35１隻）

所有者判明
（493隻）

所有者不明
（107隻）

所有者判明
（29５隻）

所有者不明
（5６隻）

係留船舶数のうち、船溜り以外に係留されている放置船舶
 が600隻あった。

③③  係留船舶実態調査係留船舶実態調査



勢田川

1414

①一色町地先船溜：計５８隻
所有者判明：４８隻
所有者不明：１０隻

②一色町物揚場施設
：計２５隻
所有者判明：１３隻
所有者不明：１２隻

③③  係留船舶実態調査係留船舶実態調査 船溜まりの状況



五十鈴川

大湊川

1515

③今一色漁港区：計２６８隻
所有者判明：２３４隻
所有者不明：

 
３４隻

③③  係留船舶実態調査係留船舶実態調査
船溜まりの状況

勢田川



勢田川 五十鈴川 大湊川

③③  係留船舶実態調査係留船舶実態調査

1616

平成22年1月
 

調査結果

40隻

32隻

48隻

83隻

89隻1隻

5隻
勢田川橋

1隻

1隻
勢田大橋

湊橋

9隻

錦水橋

清浄坊橋

北新橋

一色大橋

勢田川防潮水門

31隻

2隻

1隻
3隻

1隻

5隻

58隻

84隻

19隻

9隻

2隻

84隻

58隻1隻

191隻

77隻

9隻

2隻
1隻

1隻
1隻

1隻

河川名 左岸 右岸 計

勢 田 川 251 226 477

五十鈴川 97 268 365

大 湊 川 68 41 109

計 - - 951

対象区域で95１隻

平成21年1月時点の
調査結果は924隻

▼平成22年1月
 

調査結果

▲勢田川右岸

▲大湊川左岸

1隻



所有者判明 所有者不明

③③  係留船舶実態調査係留船舶実態調査

1717

平成22年1月
 

所有者判明788隻 平成22年1月
 

所有者不明163隻

32隻

29隻

32隻

68隻

78隻

5隻
勢田川橋

勢田大橋

湊橋

7隻

錦水橋

清浄坊橋

北新橋

一色大橋

勢田川防潮水門

27隻

1隻

1隻
1隻1隻

4隻

46隻

79隻

16隻

1隻

1隻

73隻

41隻

167隻

67隻

7隻

1隻
1隻

1隻
1隻

8隻

3隻

16隻

15隻

11隻1隻

勢田川橋

1隻

1隻
勢田大橋

湊橋

2隻

錦水橋

清浄坊橋

北新橋

一色大橋

勢田川防潮水門

4隻

1隻

2隻

1隻

12隻

5隻

3隻

8隻

1隻

11隻

17隻1隻

24隻

10隻

1隻

1隻

所有者が判明している
 船舶が約８割を占める

2隻

1隻
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④④  強制的な撤去措置強制的な撤去措置

対策を実施しなければ・・・・・・

▼水質事故▼治水上の課題

計画の洪水を流すための
能力が不足している区間

台風18号で船舶が
護岸に乗り上げ堤防
に衝突した区間

台風18号通過直後

水質事故の状況

水質事故の発生場所



④④  強制的な撤去措置強制的な撤去措置

1919

簡易代執行

所有者不明船舶

放置船舶の所有者が
確認できない場合

船舶等係留禁止
看板の設置

以下の放置船舶から順次、実施していく
・重点的撤去区域に設定した箇所
・治水上の課題を有する区域や水質事故発生区域
の所有者不明船

プレゼンター
プレゼンテーションのノート





2020

④④  強制的な撤去措置強制的な撤去措置 簡易代執行の報道

H22.1.30中日新聞朝刊

H22.1.30
朝日新聞
朝刊

H22.1.30伊勢新聞朝刊

H22.1.30読売新聞朝刊

ＮＨＫ、伊勢ケーブル
テレビ、名古屋テレビ

でも放映



⑤⑤  民間マリーナ調査民間マリーナ調査

2121

①湊洋工業マリーナ部

②ゴーリキマリンヴィレッジ

宇治山田港・勢田川

宇治山田港近郊に収納可能なマリーナが存在する。
調査によると約50隻程度の収容が可能である。

※平成22年２月現在

施設名 所在 空数

①湊洋工業マリーナ部 伊勢市有滝町 9隻

②ゴーリキマリンヴィレッジ 伊勢市大湊町 38隻

受け皿施設として
カウントできる



占用期間 ・概ね１０年以内とする

設置主体
・港湾管理者
・地方公共団体
・第三セクター、公益法人等
・漁業協同組合

設置場所
・洪水時、高潮時における治水上の支障が
ないこと

・港湾機能に支障を及ぼすおそれがないこと
・環境の保全上の問題がないこと
・係留施設の適切な構造及び管理ができること
・船舶航行安全上の特段の問題がないこと

⑥⑥  暫定係留施設暫定係留施設 受け皿として必要な
係留施設を検討

2222



⑥⑥  暫定係留施設暫定係留施設

2323

暫定係留施設の配慮事項

・洪水時、高潮時における
治水上の支障

・港湾機能に支障
・係留の保全上の問題
・係留施設の適切な構造
及び管理

・船舶航行安全上の問題

暫定係留施設の候補地
（水面上に係留するタイプ）



⑥⑥  暫定係留施設暫定係留施設

2424

暫定係留施設の種類として、係留環・杭の設置など
 がある。

暫定係留施設として条件が整ったところから、占用許
 可を行っていく。

係留環 係留ブイ 杭の設置

係留アンカー



イメージ図⑥⑥  暫定係留施設暫定係留施設

2525

係留環・係留ブイ

杭の設置



⑥⑥  暫定係留施設暫定係留施設

2626

大湊川

勢田川左岸
（防潮水門上流）

水面への直接係留のイメージ図を勢田川、

 大湊川（国施設）に当てはめる。
１３５隻係留が可能

４０隻

９５隻

陸上保管・掘込式 直接係留

利点

・施設の維持管理が容易

・治水上の支障がない

・水面係留のため、新たな用地取得を必要としない

・工事費が安価（施設使用料が安く設定可能）

・大規模工事が不要であり、他に比べ早期の係留が可能

問題点

・建設費用が著しく高額

・陸上に造成するため、新たな用地取得が必要

・駐車場の確保が必要

・工事費は安価であるが、多額の初期投資が必要

・河道内の浚渫が必要な場所がある

・駐車場の確保が必要

・占用期間が概ね１０年以内しかない

湊橋

2626



問題点：絶対的な受け皿係留施設の不足
（係留対象船舶４９３隻

 

民間マリーナ（空き）４７隻）

係留場所の確保増 係留対象船舶の減
・強制的な撤去措置
・船舶実態調査の精査（船籍港や船舶所有者の

 住所による絞り込み）

●今後に向けての検討事項

○暫定係留施設としての継続検討について
・暫定係留施設としての検討を継続する

 

早い

 

安い
・将来は恒久施設とする予定で暫定係留施設を検討する
・恒久施設の検討に切り替える

 

遅い

 

高い

○受け皿施設としての民間マリーナの対象エリアを広げる

 

（４７隻→約３００隻）

○現在の船溜まり等施設の一部活用について

 

（所有者不明船５６隻）

○漁船とそれ以外の船舶の取扱いについて

○新規民間事業者の誘致

⑥⑥  暫定係留施設暫定係留施設

費用整備期間

2727



暫定係留施設に係留する船舶

将来・・・

恒久的係留・保管施設に収容

⑦⑦  恒久的係留保管施設恒久的係留保管施設

2828



⑧⑧  重点的撤去区域の設定（河川）重点的撤去区域の設定（河川）

2929

重点的撤去区域設定の考え方

①治水上の課題を有する区域、水質事故発生区域に対して、
 優先的に重点的撤去区域の設定を行っていく。なお、設定に

 当たっては係留施設の整備状況を考慮する。

②簡易代執行等で船舶を撤去した場所は、再係留防止対策
 として、部分的に重点的撤去区域を先行して設定する。（回避
 目的で他に係留し直された場合も設定する。）

船舶を撤去した場所に
強固な桟橋を設置された事例



⑧⑧  重点的撤去区域の設定（河川）重点的撤去区域の設定（河川）

3030

勢田川橋

勢田大橋

湊橋

錦水橋

清浄坊橋

北新橋

一色大橋

勢田川防潮水門

計画の洪水を流すための
能力が不足している区間を
含む区間（24隻）

台風18号で船舶が護岸に乗り
上げ堤防に衝突した区間
（ 左岸32隻、右岸89隻）

水質事故が発生し
河川管理上支障のある区間
（一色町地先船溜58隻、
一色町物揚場施設25隻、
その他249隻、合計332隻）

船溜り
（今一色漁港区268隻）

点在
（13隻）

大湊川
（42隻）

導流堤の内岸（84隻）

大湊川派川（67隻）区間割り（案）



⑧⑧  重点的撤去区域の設定（河川）重点的撤去区域の設定（河川）

3131

再係留防止対策



⑨⑨  放置等禁止区域の指定（港湾）放置等禁止区域の指定（港湾）

放置等禁止区域とは、
港湾法第37条の3の規定に基づき、
みだりに船舶その他指定した物件を捨て、
又は放置することを禁止する区域をいいます。

港湾法に基づき
放置等を禁止する
物件と区域を指定

3232



各条例の内容
①所有者への撤去指導・命令
②強制的な撤去措置
③罰則

 

など

都道府県・

 市町村名
条例名 施行日

東京都
東京都船舶の係留保管の適正化に関する

 条例
平成１５年１月１日

埼玉県 埼玉県船舶の放置防止に関する条例 平成２０年５月１日

神奈川県

横浜市

横浜市船舶の放置防止に関する条例 平成８年４月１日

和歌山県

有田市

有田市放置自動車及び放置船舶の発生の

 防止及び適正な処理に関する条例 平成１０年１０月１日

◆条例制定の事例

⑩⑩  条例制定の要否・可否条例制定の要否・可否
強制的な撤去措置などを

実施するための条例（事例）

3333
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